
石田 誠がアップガレージ＜3311＞株式の変更報告書を提出

アップガレージ＜3311＞について、石田
誠が12月16日付で財務局に変更報告書（5%ルール報告書）を提出した。

提出理由は「平成18年８月８日提出致しました変更報告書３（報告義務発生日：平成18年８月４日）
について、訂正事項がありましたが、同変更報告書は金」によるもの。

報告義務発生日は、2006年8月4日。


